
 ◆ 対　象（次のいずれにも該当していること）

 　(1) 平成１２年４月２日以降に生まれた方で、中学校卒業時、町内に住所を有していた
　　 こと。
 　(2) 令和８年４月１日において町外に住民登録している大学生等

   (3) 令和８年４月１日において保護者が町内に住所を有していること。  

  　 　 ※「三戸町暮らし応援！物価高騰対策商品券（令和８年３月送付）」を受け取られた方は、
　　   対象外となります（令和８年度に大学等に進学した方）。

 ◆ 申請者
   (1) 原則として、保護者が申請してください。　　

   (2) 保護者が申請できない場合は、学生本人が申請することも可能です。

 ◆ 申請期間
 　  令和８年４月１４日（火）～　５月１５日（金） 　　　　　　　

 ※申請期限を過ぎると受付できません。

 ◆ 受付窓口（土日・祝日を除く、8時15分～17時）
 　  三戸町役場４階　三戸町教育委員会事務局

※　郵送の場合は、次のあて先に申請書と必要書類をお送りください。

　〒039-0198　三戸町大字在府小路町４３　三戸町教育委員会事務局　宛

 ◆ 必要な書類

   (2) 在学を証明できる書類（学生証の写し又は在学証明書）
   (3) 申請者の身分証明書の写し※保護者等が申請する場合

　　　（運転免許証、マイナンバーカードなど住所の確認できるもの）

  ◆ 発送日
   令和８年５月２１日頃に発送いたします。到着は発送から２～３日後となる見込みです。

 　　※「大学生等」とは、大学、大学院、短期大学、専修学校、高等専門学校（４・５年、
　　　 専攻科）に在籍している方を言います（通信課程は対象外）。

   (1) 申請書

　※申請書は、三戸町教育委員会事務局で配布するほか、三戸町ホームページからダウン
　　ロードすることができます。

【問合せ】三戸町教育委員会事務局 電話 0179-20-1157

ふるさと三戸を離れて学ぶ学生たちに

三戸町の特産品をお届けします!
町出身の学生たちを応援するため、町ゆかりの特産品をお送りします。

贈呈品の内容

三戸町の特産品《１万円相当 》を大学生等の居住地へお送りします。
（特産品の例） りんごジュース、三戸せんべい、パックごはん（３食×４パック）ほか


